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経営戦略の改定 

 

１-１ 改定の趣旨 

１-２ 経営戦略の位置付け 

１-３ 計画期間 
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１-１ 改定の趣旨 

地方公営企業は、今後の急速な人口減少等に伴うサービス需要の減少や施設の老朽化に伴う更

新需要の増大など、経営環境が厳しさを増す中にあって、各公営企業が将来にわたり住民生活に

必要なサービスを安定的に提供していくため、経営戦略の策定・改定や抜本的な改革等の取組を

通じ、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図ることが求められています。 

本町の下水道事業は、人口減少に伴う使用料収入の減少、および施設の老朽化による将来的な

更新費用の増大が確実視され、経営環境が厳しさを増していくことが予想されます。これに対応

し、安定的かつ持続可能な事業運営体制を確立するため、令和 6年４月の地方公営企業法（財務

規定等）適用を踏まえ、前回計画の投資・財政計画を抜本的に見直し、経営基盤の強化と財政マ

ネジメントの向上を目指し、計画を全面的に再構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-２ 経営戦略の位置付け 

 本経営戦略は、千代田町第六次総合計画及び千代田町公共下水道事業計画等と整合を図り、下

水道事業の中長期的な経営の基本計画として位置付けます。 

 

１-３ 計画期間 

「経営戦略策定・改定ガイドライン」（総務省）において、「中長期的な視点から経営基盤の強

化等に取り組むことができるように、計画期間は 10年以上を基本とする。」旨が示されているこ

とを踏まえ、本経営戦略の計画期間は令和 7年度から令和 16年度までの 10年間とします。 

令和 6年度の公営企業会計移行を踏まえ、最新の財務データに基づき令和 7年度を初年度とし

て再設定しました。 
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第 2 章 

下水道事業の現状と今後 
 

２-１ 下水道事業の概要 

２-２ 経営比較分析表による現状分析 

２-３ 今後の予測 
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２-１ 下水道事業の概要 

（１）下水道事業について 

本町では、平成 4 年度より下水道事業に着手し、平成 12 年度から供用を開始して以来、

現在に至るまで継続的に下水道サービスを提供してきました。令和 6年度末時点における本

町の行政区域内人口は 10,792人であり、そのうち下水道の供用開始区域内人口は 3,543人

です。水洗化率の状況から、供用開始区域内人口の約 63％が下水道を利用していることが確

認できます。整備率は約 94％に達しており、管渠の整備については概ね完了している状況で

す。 

 

 

 

供用開始年月日 平成12年度

地方公営企業法の適用 令和6年4月1日より適用

計画面積(ha) 138.0

整備面積(ha) 129.8

行政区域内人口(人) 10,792

供用開始区域内人口(人) 3,543

接続人口(人) 2,251

水洗化率(%) 63.53

整備率(%) 94.04

令和6年度末時点
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施設

管渠 29,371.36 m

マンホール 782 基

マンホールポンプ - -

処理場 - -

数量

令和6年度末時点
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（２）下水道使用料の体系 

本町の下水道使用料体系（税込み）は、下表の通りです。使用料は、基本料金(1カ月あた

り)の 1,375円と従量制による超過分の料金で算出しています。 

 

（３）老朽化対策 

本町の下水道事業は、令和 9年度を目途に新規整備を完了する予定です。これにより、主

要な整備は一段落し、地域全体で安定した下水道サービスを受けられる環境が整います。 

その後は、施設や管路の老朽化に対応するための取り組みを本格的に開始します。長年使

用されてきた設備を計画的に更新・改修することで、安心して利用できる下水道を維持し、

将来にわたって安定した生活環境を保全していきます。 

 

（４）官民連携 

現状、使用料徴収業務を群馬東部水道企業団に委託しています。PPP/PFI制度については、

官民連携（民間事業者の技術力やノウハウを活用）により、維持管理の質向上やコスト削減、

効率的な経営が期待されることから、今後、維持管理等の業務を対象に、PPP/PFI手法とし

てW-PPPの導入に向けた具体的な検討を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11～20
立方メートル

21～40
立方メートル

41～70
立方メートル

71～100
立方メートル

101
立方メートル～

1,375円 220円 242円 297円 352円 407円

基本料金
0～10立方メートル

超過料金(1立方メートル当たり)
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２-２ 経営比較分析表による現状分析 

（１）経営の健全性・効率性 

① 経費回収率 

 

② 汚水処理原価 

 

年度 R2 R3 R4 R5 R6

本町実績(%) 73.67 85.59 66.59 73.98 49.75

類似団体平均(%) 82.65 82.55 83.55 84.48 　　　 　　  -

グラフ

算出式
下水道使用料

汚水処理費(公費負担分を除く)

経費回収率は、100％を下回っており、使用料収入で汚水処理費を賄えていない状況です。令和6
年度は、地方公営企業法の適用に伴い、簡易課税制度による消費税の清算処理が発生したことや
下水道台帳の電子化に伴う費用等の増加により、経費回収率が低下しました。経費削減と使用料
収入の確保により、改善が必要です。

分析

指標の意味
使用料収入で回収すべき経費をどの程度、使用料で賄えているかを表した指標であり、使用料水
準等を評価することができます。

73.67 

85.59 

66.59 
73.98 

49.75 

82.65 82.55 83.55 84.48 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

R2 R3 R4 R5 R6

回
収

率
(%
)

年度

本町実績(%) 類似団体平均(%)

×100

年度 R2 R3 R4 R5 R6

本町実績(円) 263.74 225.53 286.76 216.79 353.08

類似団体平均(円) 186.30 188.38 185.98 187.11 　　　 　　  -

グラフ

算出式
汚水処理費(公費負担分を除く)

年間有収水量

分析

令和2年度～令和5年度が類似団体平均よりも上回っています。令和6年度は、地方公営企業法の
適用に伴い、簡易課税制度による消費税の清算処理が発生したことや下水道台帳の電子化に伴う
費用等の増加により、汚水処理原価は増加しました。接続率向上に取組み、年間有収水量を増加
することで、汚水処理原価の低下が必要です。

指標の意味
有収水量1m³あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管理費の両方を含め
た汚水処理に係るコストを表した指標です。

263.74 
225.53 

286.76 

216.79 

353.08 

186.30 188.38 185.98 187.11 

0

50

100

150

200

250

300
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③ 企業債残高対事業規模比率 

 

 

④ 水洗化率 

 

 

 

年度 R2 R3 R4 R5 R6

本町実績(%) 13.54 11.52 10.00 10.42 8.55

類似団体平均(%) 1,050.51 1,102.01 987.36 1,042.77 　　　 　　  -

分析
類似団体平均より大きく下回っていますが、毎年度企業債元金償還金を超えない程度の借入を
行っています。そのため、事業規模に見合った借入を今後も継続します。

グラフ

算出式
　 　       　 企業債現在残高合計 - 一般会計負担金額
　　　        営業収益 - 受益工事収益 - 雨水処理負担金

指標の意味 料金収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を示す指標です。

×100

13.54 11.52 10.00 10.42 8.55 

1,050.51 
1,102.01 987.36 1,042.77 

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1000.00

1200.00

R2 R3 R4 R5 R6

比
率

(%
)

年度

本町実績(%) 類似団体平均(%)

年度 R2 R3 R4 R5 R6

本町実績(%) 65.24 64.90 66.25 67.03 63.53

類似団体平均(%) 82.08 81.34 81.14 79.70 　　　 　　  -

指標の意味
現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合を表した指
標です。

分析
横ばいであり、類似団体平均を下回っています。未接続者への接続促進を行い、水洗化率の向上
が必要です。

グラフ

算出式
現在水洗便所設置済人口

現在処理区域内人口

65.24 64.90 66.25 67.03 63.53 

82.08 81.34 81.14 79.70 
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（２）老朽化の状況 

① 管渠の老朽化率 

 該当する数値はありません。 

② 管渠改善率 

 該当する数値はありません。 
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２-３ 今後の予測 

（１）収入 

① 人口 

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口に基づき、町全体および供用開始区域内人口の

減少が見込まれており、下水道事業にも影響が生じる可能性があります。 

 

② 下水道使用料収入 

本町では、下水道への接続を促進するため、接続工事費の一部を支援する補助金制度を設けて

います。この制度により、浄化槽から下水道への切り替えが一定程度進んできました。 

 また、人口は全体として減少傾向にあるものの、補助金制度の活用や新築住宅の増加などによ

り、接続人口は若干の増加が見込まれます。 

 これらの動向を踏まえると、水洗化率は緩やかに上昇すると見込まれ、その結果、使用料収入

も緩やかな増加傾向で推移する見通しです。 

 

 

補足：供用開始区域拡大に伴う減 
補足：法適用化に伴う打切決算の影響による減 

補足：供用開始区域拡大に伴う増 
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③ 他会計補助金(一般会計からの繰入金) 

 下水道事業は、住民の生活に欠かせない大切な公共サービスです。しかし、使用料だけでは運

営に必要な費用をすべて賄うことが難しいため、町の「一般会計」（税金などを原資とする町の

財源）からお金を補っています。これを「一般会計からの繰入金」と呼びます。 

繰入金は、「種類による区分」と「使い道による区分」の２つの視点で整理することができま

す。まず、国の基準に沿うかどうかで「基準内」と「基準外」に分かれます。 

＜基準内繰入金＞ 

国が定めたルールに基づいて行う繰入で、生活困窮者への使用料の減免や、雨水処理など公共

性の高い部分に充てられます。全国の自治体で共通して行われる、必要な補助です。 

＜基準外繰入金＞ 

国の基準には含まれないけれど、事業を維持するために町独自で追加している繰入です。例え

ば、使用料収入だけでは足りない赤字部分を補うために行われます。自治体の判断で行うため、

財政への負担が大きくなりやすい特徴があります。 

 

さらに、それぞれの繰入金は用途に応じて「資本勘定」と「収益勘定」に区分されます。 

＜資本勘定＞ 

下水道管渠の整備や企業債の元金償還など、将来にわたって効果が及ぶ資本的な支出に充てら

れる繰入です。設備の更新・整備を進めるための資金であり、長期的な視点で必要となります。 

＜収益勘定＞ 

下水道の運営に必要な日々の費用（人件費や維持管理費など）を賄うための繰入です。事業を

安定して続けるために欠かせない部分です。 

 

資本勘定繰入金については、下水道管渠の敷設など、新規整備に伴う多額の繰入が必要でし

た。しかし、主要な整備が令和９年度を目途に一巡し、新規整備が落ち着くことから、資本勘定

への繰入は直近で減少傾向にあります。今後はこの傾向がさらに進み、急速に縮小していく見込

みです。 

収益勘定繰入金は、物価上昇の影響を受けて増加が見込まれ、日々の運営費を繰入金で支える

負担は今後も続くことになります。 
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（２）支出 

① 物価上昇による影響 

 近年の物価上昇は、下水道経営における支出に大きな影響を及ぼしています。特に、日常的な

維持管理にかかる費用や、外部委託に伴う費用、施設の更新や改良に必要な投資などは物価変動

の影響を受けやすく、今後も増加が見込まれます。 

そこで、本町では消費者物価指数の傾向に基づき、今後の物価上昇率を算出しました。具体的

には「2020年基準 消費者物価指数 全国 2025年（令和 7年）6月分」を用い、2024年 6

月～2025年 6月までの「生鮮食品を除く総合指数」の平均値である 3.0％を毎年の物価上昇率

として設定しました。 

例えば、令和 7年度の費用が 10,528千円の場合、物価上昇を考慮すると 10,844千円とな

ります。また、令和 8年度の費用が 30,528千円の場合は、累積的に考慮すると 32,360千円

となります。 

このように、消費者物価指数の傾向に基づく試算からも、下水道事業の支出は着実に増加する

ことが見込まれ、今後の経営戦略において重要な課題となります。 

 

② 下水道事業費 

本町における下水道管渠の整備は、これまで計画的に進められてきており、令和 9年度を目途

に新設整備が概ね完了する見込みです。今後は、維持管理を中心とした体制へと移行していく方

針です。 

 整備から約 30年が経過した管渠も多く、今後は修繕や更新が必要となる管渠が徐々に増えて

いくと見込まれます。加えて、昨今の物価高騰の影響により、維持管理や更新にかかる費用の増

加も懸念されます。 

 これらを踏まえ、持続可能な下水道事業の運営に向けて、計画的な更新と財政的対応が求めら

れる段階に入っています。 
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（３）収支 

収入及び支出の見通しに基づき、収支予測を示します。 
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３-１ 経営戦略の目標 

総務省と国土交通省の公表資料では、経費回収率の向上や一般会計からの繰入金の適正化

が求められています。 

本町の下水道事業の経営目標は、計画期間内の「経費回収率の向上」と「基準外繰入金の

削減」としました。また、経費回収率の向上に関係し、「水洗化率の向上」を図ります。 

 

 

 

３-２ 経営戦略の課題 

① 安定した財源の確保（独立採算の確立） 

下水道事業は、公営企業として原則独立採算制が求められるが、現状、毎年、一般会計か

らの基準外繰入金に依存しています。この依存体質を改善し、真に自立した経営基盤を確立

するため、基準外繰入金の段階的な縮小が必要です。 

 

② 水洗化率の向上（収益の確保） 

経費回収率が 100％を下回り、現行の使用料収入では事業費用を賄えていない状況で

す。さらに、節水意識の高まり等により汚水排出量が減少し、収入の減少要因となっていま

す。事業の収益性を高め、インフラ投資を回収するため、未接続世帯への普及促進が必要で

す。 

 

③ 経費の削減（コスト構造の適正化） 

本町の汚水処理原価は、類似団体平均と比較して高水準にあり、施設の老朽化に伴う更新

費用も今後増大します。 

独立採算制を確立し、財務体質を強化するため、包括的民間委託（PPP/PFI等）の検討

や、組織体制の見直しなどによる徹底的なコスト構造の適正化を図ります。 

 

年度 R6 R11 R16

水洗化率 63.5% 75.0% 85.0%

経費回収率 49.8% 55.0% 70.0%

基準外繰入金
(収益的収支)

49,966千円 45,000千円 35,000千円
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４-１ 改善案の検討 

 本町では、今後の財政負担を軽減し、持続可能な事業運営を確保するための改善案について検

討を行いました。その中で、改善効果が期待でき、かつ実効性のあるものを改善策として採用し

ました。 
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内容

1 水洗化率の向上
補助支援や個別訪問によ
り、水洗化率を向上を図
ります。

○

水洗化率が向上すること
で、下水道使用料収入が
増加するため、基準外繰
入金の削減が期待できま
す。

○

公共下水道への接続に係
る補助支援や個別訪問
は、既に実施しており、
今後も継続可能であるた
め、実行性があります。

2 PPP/PFI制度の活用
維持管理、点検・調査、
設計を包括的に民間に委
託します。

○

包括的な業務発注によ
り、コスト削減が可能で
あり、基準外繰入金の削
減が期待できます。

○

PPP/PFI導入に向けた準
備及び検討を行っている
ことから、実行性があり
ます。

3 職員数の見直し
職員数を見直すことで、
コストを削減します。

○
「総係費」の削減になる
ため、基準外繰入金の削
減が期待できます。

○

PPP/PFI導入により、職
員への負担が軽減される
ため、実行性はありま
す。

4
下水道使用料単価の引
上げ

下水道使用料金を段階的
に引上げます。

○
下水道使用料収入が増加
るため、基準外繰入金の
削減が期待できます。

○
計画期間内に、使用料を
引上げる準備を始める場
合、実行性はあります。

5 企業債の借換
企業債の償還期間や利率
を見直します。

×

借換には補償金(利息相
当額)の支払いが必要に
なり、企業債償還金が増
加する可能性があるた
め、期待できません。

○
補償金を支払うことによ
り借換が可能であるた
め、実行性があります。

6 資本費平準化債の活用
資本費平準化債の活用
し、資本費を平準化しま
す。

×

資本的収支に関わる改善
案である。資本的収支の
基準外繰入金は低減する
見込みであるため、効果
は期待できません。

×

現在の資金不足を補うた
めの借入であり、将来的
に償還負担が残るため、
実行性はありません。

7 維持管理費用の平準化
老朽化対策を取り入れ、
維持管理費を平準化しま
す。

×
平準化であるため、基準
外繰入金の削減は期待で
きません。

○

ストックマネジメント計
画を策定し、維持管理費
を平準化できるため、実
行性はあります。

8 広域化・共同化
他行政との広域化や共同
化により、コストを削減
します。

×

流域関連公共下水道であ
るため、広域化や共同化
による効果は期待できま
せん。

×
流域関連公共下水道であ
るため、広域化や共同化
の実行性はありません。

9 不明水の削減
不明水を削減すること
で、流域下水道負担金の
削減します。

×

流域下水道負担金割合
は、西邑楽処理区で一律
で定められているため、
効果は期待できません。

○

管渠TVカメラ調査などに
より、不明水の発生源を
特定できるため、実行性
はあります。

○：実行性あり、×：実行性なし○：期待できる、×：期待できない

改善案 改善効果 実行性
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４-２ 改善策の検討 

採用した改善策について、持続可能な下水道事業の経営を実現するために収支シミュレーショ

ンを行いました。具体的な取組み内容を以下に示します。 

 

 改善策１-１ 水洗化率の向上 

下水道の普及促進を図るため、接続工事費の一部を支援する補助金制度※や個別訪問説明を通じ

て、未接続世帯への働きかけを強化します。本改善策では、10 年後の水洗化率を「令和 5 年度 

経営比較分析表」における全国平均である 96％とすることを目標としています。 

これらの取組により、年間 35件の新たな接続が進むものと仮定し、水洗化率は年間で約 2.3％

上昇すると見込んでいます。 

 ※公共下水道接続に上限 50万円の補助を行っています。 

 改善策１-２ 水洗化率の向上 

過年度の接続戸数の傾向を踏まえ、補助金制度や個別訪問説明を継続して実施することを前提

に、今後の普及状況を試算しました。その結果、年間 25件程度の新たな接続が進むと見込み、水

洗化率は年間で約 1.6％上昇すると想定しています。 

 

 改善策２ PPP/PFI 制度の活用 

 本町では、PPP/PFI制度の一つであるW-PPPの導入について検討を進めています。現時点で

は具体的なコスト削減率は確定していないため、収支シミュレーションにおいては、「VFM 簡易

算定モデルマニュアル」に記載された事例を参考に、コスト削減率を 7％と仮定しました。 

令和 10 年度に維持管理段階への移行を想定し、同年度にストックマネジメント維持管理計画

を策定したうえで、令和 12年度から導入可能性調査を実施し、令和 14年度よりW-PPPを導入

するものと仮定しています。令和 14年度以降は、7％の削減率を収支シミュレーションに反映し

ました。 

 

改善策３-１ 職員数の見直し 

本町の下水道事業は、令和 5 年度以降、職員 3 名体制で運営しています。PPP/PFI 制度の活

用により、将来的に民間事業者が維持管理を担うことを想定し、令和 14年度から職員数を 1名

とするシミュレーションを行いました。 

 

改善策３-２ 職員数の見直し  

PPP/PFI制度の活用により職員の業務負担軽減が見込まれることから、令和 14年度以降、職

員数を 2名とするシミュレーションを行いました。 
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改善策４-１ 下水道使用料単価の引上げ 

 本町では、令和 16 年度における基準外繰入金の削減を目標としています。仮に、基準外繰入

金をゼロとした場合を想定し、収支シミュレーションを実施しました。 

本改善策では、下水道使用料単価を令和 12年度に 1.7倍、令和 16年度に 2.2倍と段階的に

引き上げる想定を反映しています。使用料単価の引上げは、令和 11 年度の経営戦略見直し後に

実施することを前提としています。 

 

改善策４-２ 下水道使用料単価の引上げ 

 計画期間内に下水道使用料を引き上げた場合を仮定し、適切な引上げ倍率を算出した上で、群

馬県内市町村の下水道使用料と比較しました。 

群馬県内の各市町村のホームページに掲載された最新年度のデータを用いて整理した結果、本

町の現行料金（3,575円）に 1.2倍の引上げ倍率を設定した場合、4,290円となり、県内最高水

準を上回る試算となりました。 
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４-３ 改善効果 

下図のとおり、検討の改善策と期待される効果をもとに、今後の事業改善を推進する方針です。 

 

改善策
経費回収率の向上 基準外繰入金の削減

10年後の改善効果 10年後の改善効果

水
洗
化
率
の
向
上

1-1

水件化率の向上
(全国の水洗化率平均96%)

年間35件の接続増加

水洗化率：
63.5%(R6年度)→96.2%(R16年度)

1-2

水洗化率の向上
(年間25件の接続増加)

水洗化率：
63.5%(R6年度)→88.2%(R16年度)

P
P
P
/
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F
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制
度

2
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(基準外繰入金を100%削減)

現行使用料単価×2.2倍

4-2

下水道使用料単価の引上げ
(群馬県内最大料金)

現行使用料単価×1.2倍
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４-４ 経費回収率の向上に向けたロードマップ 

 本町では、経費回収率の向上や持続可能な下水道事業の経営に向けた検討を進めるため、今後

の方向性を整理したロードマップを策定しました。 

 

今後は、① 水洗化率の向上による使用料収入の確保、② PPP/PFI制度の検討・活用による維

持管理費の縮減、③ 官民連携の検討・活用と並行した職員体制の在り方の検討、④ 収支バラン

スの改善に向けた各種方策の検討、などについて、事業を取り巻く状況等を踏まえながら、段階

的に検討を進めていく考えです。 

 

改善策の検討・取組については、建設下水道課を中心に行い、下水道使用料に関する事項につ

いては、事業を取り巻く環境や経営状況を踏まえつつ、住民を含めた町全体で協議・検討を行い

ながら、必要に応じた対応を進めていきます。 
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水洗化率(%) 75.0 85.0

経費回収率(%) 55.0 70.0

基準外繰入金(収益的収支)(千円) 45,000 35,000
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４-５ 投資・財政計画 

改善策 1-1、1-2、2、3-1、3-2、4-1、4-2のそれぞれの投資・財政計画を示します。 
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５-１ 経営戦略の進捗管理 

経営戦略の事後検証については、毎年度の進捗管理を踏まえ、目標値と実績値の比較・分

析を確実に実施するため、ＰＤＣＡサイクルを活用していきます。計画の策定（Plan）、事業

の実施（Do）、達成度の評価（Check）、改善（Action）を繰り返し、継続的にフォローアッ

プを行います。 

 

具体的には、各年度において決算実績と事業の実行状況を比較し、達成度を評価（Check）

したうえで、改善（Action）の必要がある場合には計画の修正（Plan）を行います。 

 

また、少なくとも３～５年ごとに見直し（ローリング）を実施し、投資・財政計画の更新や

適正な下水道使用料の検討を行います。 

 

 

 

【PDCAサイクル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Do

CheckAction

Plan

Plan：計画 
➢ 経営戦略の策定 

➢ 経営戦略の見直し 

Do：実施 
➢ 水洗化率の向上 
➢ 経費回収率の向上 など 

Check：評価 
➢ 取組の進捗確認 

➢ 取組の評価・効果の検証 

Action：改善 
➢ 課題の洗い出し 
➢ 施策・目標の見直し 
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１ 経営比較分析表 
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２ 原価計算表 

総務省が公表している「経営戦略のひな型様式」に基づき、下水道事業における収入と費用の

バランスを確認するため、原価計算を行いました。 

 

本計算は、直近 5年間（令和 7年度から令和 11年度まで）における平均的な下水道使用料収

入及び事業費用を基にしています。原価計算の結果については、以下の区分ごとに示しています。 

 

・改善策を導入しない場合の原価計算表 

・改善策 1-1（毎年 35件の新規接続を増加させる場合）を導入した場合の原価計算表 

・改善策 1-2（毎年 25件の新規接続を増加させる場合）を導入した場合の原価計算表 

 

なお、改善策 2、3-1、3-2、4-1及び 4-2については、直近 5年間（令和 7年度から令和 11

年度まで）において効果が見込めないため、改善策を導入しない場合と同一の結果となっていま

す。 
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